
　

＜Visionのご案内＞ ＜1月カレンダー＞

毎月開催中の経営計画書作成セミナー：Vision

今月の開催日は1月19日（木）です。

経営者の方が日頃考えていらっしゃる事を、

年に一度、当事務所においで頂き、

経営方針書や行動計画表を作成して頂いています。

まだ参加された事のない方、

経営計画を作ってみませんか。
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※安心してご参加いただくために、コロナウイルス感染症対策として、

マスク着用、手洗い・消毒の徹底、定期的な換気、こまめな事務所内

消毒、スタッフの検温・体調管理、ソーシャルディスタンス推進を実

施しています。

【所得税の確定申告】
今年も個人の確定申告の時期が近づいてまいりましたが、確定申告に必要な書類の準備はいかがでしょうか。

〇生命保険料控除証明書（一般・介護医療・個人年金） 〇小規模企業共済掛金振込明細書

〇地震保険料控除証明書 〇住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

〇国民年金保険料控除証明書 ○ふるさと納税などの寄付金に関する書類

〇源泉徴収票（給与所得・公的年金）など

もし、紛失された場合などには、お早めに再発行の手続きをお願いいたします。

この他各種控除で必要な書類がございますので、ご不明な点がございましたらお気軽に当事務所までお問合せくだ

さい。

1. 給与所得がある方

・給与の年間収入金額が2000万円を超える方

・給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額

（給与所得、退職所得を除く。）の合計額が20万円を超える方

・給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をさ

れなかった給与の収入金額と、各種の所得金額（給与所得、退職所得を除く。）との合計額が20万円を超える

※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額（雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を

く。）を差し引いた金額が150万円以下で、更に各種の所得金額（給与所得、退職所得を除く。）の合計額が

20万円以下の方は、申告は不要です。

・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け

取っている方

・災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方

2. 公的年金等に係る雑所得のみの方

公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方は、

確定申告書の提出が必要です。ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の

全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円

以下である場合には、所得税等の確定申告は必要ありません （年金所得者に係る確定申告不要制度）。

3. 退職所得がある方

外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。

4. 1～3以外の方

各種の所得金額の合計額（譲渡所得や山林所得を含む。）から、所得控除を差し引き、その金額（課税され

る所得金額）に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、

確定申告書の提出が必要です。

＜確定申告が必要な方＞

あけましておめでとうございます

旧年中は、格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございます。

皆様におかれましては、新年を健やかに迎えられたこととお慶び申し上げます。

日本国内はもとより、世界でも想像もしなかった事が、次々に起こり、物価上昇などに、どの様な対応をしたら良いものかと思案す

ることも多い中で、経営の舵取りも経験則の延長線上では、良い答えが導き出せない事も多いかと存じます。しかし、ピンチはチャ

ンスという言葉もございます。ピンチの時こそ、例えは良くないかもしれませんが、「火事場の馬鹿力」とも言われますように、思

いもよらない力が発揮できること、グッドアイディアが浮かんでくることも有ります。前向きな考え方で、明るく過ごしてゆきま

しょう。きっと良い事がピョンと訪れると思います。それを信じて継続して行きましょう。

三宅税理士法人は、今年もお客様のお役に立てるように全力でサポートをさせて頂きますので、本年もどうぞよろしくお願い致しま

す。

本年が皆様方にとって、より良い年になりますことを、心よりお祈り申し上げます。

三宅税理士法人 代表社員 税理士 三宅孝治

昨年は、ウクライナ情勢や物価の高騰、長引くコロナ禍など、

良いニュースばかりではありませんでした。しかしスポーツの

世界では北京オリンピック・パラリンピック、メジャーリーグ

での大谷選手の活躍、NPBでは村上選手の日本選手最多本塁打

記録の樹立、年末のサッカーW杯での日本の大躍進など大いに

盛り上がった一年でした。スポーツニュースを欠かさずチェッ

クするのが毎日の日課で、楽しみの一つとなっています。

本年はうさぎ年、アスリートの方々を見倣って、飛躍の年にな

るよう精進してまいります。

鳥越俊佑

あけましておめでとうございます。

今年は卯年、株式相場の格言では卯年は跳ねるといわれ、相場が

上がるそうです。

私自身は年男になりますので、一つの節目として今までの反省と

これからの行動を考え、格言同様跳ねる年にしたいと思っており

ます。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

山本武史

令和5年の干支はうさぎ。「兎の登り坂」などのことわざもあ

り、うさぎは縁起が良いと言われているそうです。物事が

ぴょんぴょんと順調に進みますように。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

三宅佐知子

健やかに新春を迎えられたこととお慶び申し上げます。

今年はより一層、自己研鑽と健康維持に努め、明るく笑顔の

一年となるよう励んで参ります。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

平松和美

あけましておめでとうございます。

ここ数年世の中の情勢がめまぐるしく変化しているなと感じて

います。急激な変化に取り残されないように新しいことにチャ

レンジし続けたいと思います。

皆様のお役に立てるよう尽力してまいりますので本年もどうぞ

よろしくお願いいたします。

宮田裕子

あけましておめでとうございます。

入社してから12年経ち、二度目の卯年を迎えました。

体力が衰える一方ですが、うさぎのように軽やかに跳ねながら

成長できる一年にしたいと思います。

本年もお客様のお力になれますよう努力してまいります。

どうぞよろしくお願い致します。

山﨑亜紀

あけましておめでとうございます。

倉敷に移り住んでから2年が経ち、3年目の新年を迎えることと

なります。

昨年は公私のみならず、経済環境も大きな変化のあった１年と

感じております。今年は節目の年でもあり、引き続き変化の激

しい状況が続くと思われますが、お客様をはじめ、皆様ととも

に日々成長していけるよう努めてまいります。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

生田 雄一

あけましておめでとうございます。

子供の時は兎になりたいと思っていました。どうやらうちの子

も兎に憧れを抱いているようです。血は争えないようですね。

本年は飛躍の年になりますよう、何卒よろしくお願い

申し上げます。

三宅芙見子

あけましておめでとうございます。

今年は、お恥ずかしながら年女です。

うさぎのように私も、うさ子になって実力もぴょんぴょん跳ね

上がりたいと思っております。本年もどうぞよろしくお願いい

たします。

寺元星里音

～従業員から皆様へご挨拶～

あけましておめでとうございます。

今年は卯年ですので、足にぐっと力を入れてぴょんと飛躍して

いけるような素晴らしい年にしていきたいです。皆様のお役に

立てるよう日々精進いたしますので、どうぞ宜しくお願い申し

上げます。

山本幸子

弊社へ確定申告を依頼して下さっているお客様へ

確定申告の資料を早めにご準備下さいますようご協力をお願いいたします。

ご不明な点がございましたら、担当者へご連絡ください。

令和4年分の確定申告の申告期間は

令和5年2月16日（木）から3月15日（水）となっております。

開催日 対象者 申込期限

1月19日（木） 11・12・1・2月決算法人様 1月13日（金）

2月9日（木） 12・1・2・3月決算法人様 2月3日（金）

3月9日（木） 1・2・3・4月決算法人様 3月3日（金）

10 火 ＊12月分源泉所得税・住民税特別徴収額の納付期限

19 木 ＊経営計画書作成セミナー：Vision

＊源泉所得税（7～12月分）の納付期限

　（納期特例届出書提出者）

＊11月決算法人の確定申告・納付期限

＊５月決算の法人の中間申告・納付期限

＊消費税等（4期）の納付期限

　（消費税年税額400万円超の8・2月決算法人）

＊消費税等毎月納付（11月分）

＊法定調書合計表の提出期限（税務署）

＊給与支払報告書の提出期限（市町村）

＊償却資産税申告書の提出期限（市町村）

20

31 火

金


